
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 有無線電話連動サービ
スシステム 、
　公衆有線電話網（ＰＳＴＮ： Public Switched Telephony Network）に連結され、

有線電話サービスを提供するための有線交換機と、
　前記有線交換機に連結され、

移動通信端末のそれぞれに
仮想の有線電話番号を 前記仮想の有線電話番号と前記移動通信端末の
個別電話番号（ＭＩＮ： Mobile Identifier Number）を連動して、前記移動通信端末に公
衆有線電話サービスを提供するモバイルゲートウェイと、
　前記モバイルゲートウェイ及び公衆移動通信網（ＰＬＭＮ： Public Land Mobile Netwo
rk）に連結され、私設基地局（ｐＢＴ を介して移動通信端末に

移動通信サービスを提供する

私設基地局制御機（ｐＢＳＣ： Private Base Station Controller）と、
を備えることを特徴とする有無線電話連動サービスシステム。
【請求項２】
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公衆有線電話網、公衆移動通信網及び私設移動通信網が連動した
であって

有線
電話端末に

有線電話端末に有線電話サービスを提供すると共に、私設
基地局（ｐＢＴＳ： Private Base station Transceiver System）の管理領域であるモバ
イルゾーン（ Mobile Zone）内でサービスを提供する 付与した

メモリーに格納し、

Ｓ） 個別電話番号（ＭＩＮ
）を用いた公衆 と共に、移動通信端末の個別電話番号（ＭＩ
Ｎ）と前記仮想の有線電話番号とを対応付けた情報をメモリーに格納し、個別電話番号（
ＭＩＮ）と仮想の有線電話番号を連動してモバイルゾーン内の移動通信端末を公衆有線電
話網に接続する



　前記モバイルゲートウェイは、前記有線交換機を介して仮想の有線電話番号を含む着信
呼を受信する場合、前記仮想の有線電話番号に対応する移動通信端末を呼び出しすること
を特徴とする請求項１に記載の有無線電話連動サービスシステム。
【請求項３】
　前記モバイルゲートウェイは、任意の有線電話番号毎に、仮想の電話番号であるか否か
を表示する情報及び、多重着信サービス登録であるか否かに関する情報を格納するデータ
ベースを含むことを特徴とする請求項１に記載の有無線電話連動サービスシステム。
【請求項４】
　前記モバイルゲートウェイは、多重着信サービス登録がなされている有線電話番号が呼
び出される場合、前記有線電話番号に対応する有線端末及び移動通信端末を同時に呼び出
しすることを特徴とする請求項３に記載の有無線電話連動サービスシステム。
【請求項５】
　前記私設基地局制御機は、 移動通信端末 に付与された仮想の有線電話番
号及び、前記仮想の有線電話番号に対応する移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ）を格
納するデータベースを含むことを特徴とする請求項１に記載の有無線電話連動サービスシ
ステム。
【請求項６】
　前記モバイルゲートウェイは、自己の局線インタフェース（ Trunk）に連結される有線
電話機の内線加入者カード（ＳＬＣ： Subscriber Line Card）を自己の内線加入者カード
に割り当て、前記割り当てられた内線加入者カードを、 有線

端末 に連結することを特徴とする請求項１に記載の有無線電話連動サービ
スシステム。
【請求項７】
　前記モバイルゲートウェイは、内部移動通信端末から発信サービスの要請を受けた場合
、発信者情報（ＣＩＤ： Caller ID）を前記内部移動通信端末に付与された仮想の有線電
話番号に変更し、公衆有線電話網を経て着信端末を呼び出しすることを特徴とする請求項
１に記載の有無線電話連動サービスシステム。
【請求項８】
　 有
無線電話連動サービス方法 、
　 モバイルゲートウェイが、

移動通信端末のそれぞれに 仮想の
有線電話番号を する段階と、
　

　

　前記モバイルゲートウェイ 、 前
記仮想の有線電話番号と前記移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ）を連動し 移動通信
端末に公衆有線電話サービスを提供する段階と、を備えることを特徴とする有無線電話連
動サービス方法。
【請求項９】
　前記公衆有線電話サービスを提供する段階は、有線交換機を介して受信した着信呼に含
まれた着信番号が仮想の有線電話番号である場合、前記モバイルゲートウェイが前記着信
呼を前記仮想の有線電話番号に対応する移動通信端末に転送することを特徴とする請求項
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前記 のそれぞれ

有線電話サービスを提供する
電話 のそれぞれ

公衆有線電話網、公衆移動通信網及び私設移動通信網が連動したサービスを提供する
であって

公衆有線電話網に連結される 私設基地局（ｐＢＴＳ： Privat
e Base station Transceiver System）の管理領域であるモバイルゾーン（ Mobile Zone）
内でサービスを提供する少なくとも一つ以上の 付与した

メモリーに格納
前記モバイルゲートウェイ及び公衆移動通信網に連結される私設基地局制御機（ｐＢＳ

Ｃ： Private Base Station Controller）が、移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ）と
前記仮想の有線電話番号とを対応付けた情報をメモリーに格納する段階と、

私設基地局制御機（ｐＢＳＣ）が、私設基地局（ｐＢＴＳ）を介して移動通信端末に個
別電話番号（ＭＩＮ）を用いた公衆移動通信サービスを提供すると共に、前記メモリーに
格納した移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ）と前記仮想の有線電話番号とを対応付け
た情報を用いて前記個別電話番号（ＭＩＮ）と前記仮想の有線電話番号を連動してモバイ
ルゾーン内の移動通信端末を公衆有線電話網に接続する段階と、

が 有線電話端末に有線電話サービスを提供すると共に、
て



８に記載の有無線電話連動サービス方法。
【請求項１０】
　前記モバイルゲートウェイは、任意の有線電話番号毎に、仮想電話番号であるか否かを
表示する情報及び、多重着信サービス登録であるか否かに関する情報を格納するデータベ
ースを含むことを特徴とする請求項８に記載の有無線電話連動サービス方法。
【請求項１１】
　前記モバイルゲートウェイは、多重着信サービス登録がなされている有線電話番号が呼
び出される場合、前記有線電話番号に対応する有線端末及び移動通信端末を同時に呼び出
しすることを特徴とする請求項１０に記載の有無線電話連動サービス方法。
【請求項１２】
　前記モバイルゲートウェイは、前記呼び出した有線端末と移動通信端末が応答しない場
合、着信呼を公衆有線電話網または公衆移動通信網にリルートする段階をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１１に記載の有無線電話連動サービス方法。
【請求項１３】
　前記モバイルゲートウェイは、内部移動通信端末から発信サービスの要請を受けた場合
、発信者情報を前記内部移動通信端末に付与された仮想の有線電話番号に変更し、公衆有
線電話網を経て着信端末を呼び出しする段階をさらに備えることを特徴とする請求項８に
記載の有無線電話連動サービス方法。
【請求項１４】
　前記公衆有線電話網の電話局に設けられる課金装備が、前記内部移動通信端末と着信外
部端末間の通話の課金を行う段階をさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載の有
無線電話連動サービス方法。
【請求項１５】
　前記モバイルゲートウェイが前記内部移動通信端末と着信内線加入者端末間の通話の課
金を行う段階をさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載の有無線電話連動サービ
ス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有無線電話連動サービスシステムに関し、有線電話サービスを用いる加入者
に移動性を提供するための有無線電話連動サービスシステム及びその呼処理方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、従来の公衆通信網は、有線電話サービスと移動通信電話サービスとに区分でき
る。
【０００３】
　図 1は、従来の有線電話サービスと移動通信電話サービスとを説明するための概念図で
ある。図 1を参照すれば、有線電話サービスは、公衆電話網 (PSTN)(10)を用いて電話局 (70
)から有線電話端末 (80)まで電話線を介して連結している。
【０００４】
　このように有線電話サービスの場合、電話局 (70)から有線電話端末 (80)まで電話線を介
して連結していることによって、移動性がない。
【０００５】
　もちろん、このような有線電話端末本体と 900MHz無線帯域とを用いて無線通信を行う

電話機が開発されて用いられているが、移動通信サービスを用いる移動通信端末
に比べ移動性に多くの制約を受ける問題点がある。
【０００６】
　一方、移動通信電話サービスは、公衆移動通信網 (Public Land Mobile Network:以下、
PLMNとする )を用いて移動性が提供されている。
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【０００７】
　 PLMNは、任意の地域内の移動通信サービスを担当する移動交換局 (MSC:Mobile Switchin
g Center)(30)と、基地局制御機 (BSC:Base Station Controller)(40)と、基地局 (BTS:Bas
e station Transceiver Subsystem)(50)と、 HLR/VLR(Home Location Register/Visitor L
ocation Register)(不図示 )とを含む。図面で CDMA(20)は、もう一つの地域内の移動通信
サービスを担当する無線環境を総括して示す。
【０００８】
　 MSC(30)は、自己に連結した複数個の BSC(40)を PSTN(Public Switch Telephone Network
)(10)や PLMN(20)内の他の MSC(不図示 )と 制御を行う。
【０００９】
　 BSC(40)は、無線リンク制御、ハンドオフ機能等を行い、 BTS(50)は、自己の通信サービ
ス領域、すなわち、自己のセル領域に属している無線端末と共に無線通信路を構成し、無
線資源を管理する機能等を行う。
【００１０】
　 HLR/VLR(不図示 )において、 HLRは、加入者位置登録機能及び加入者の情報を保存するデ
ータベース機能を行い、 VLRは、複数個の MSC等のうち、対応 MSCが担当するセル領域に存
在する MSの情報を一時的に保存するデータベースである。仮に MSが他の MSCが管理するセ
ル領域へ移動すれば、該当 VLRに保存された情報は削除される。
【００１１】
　このように、 PLMNを用いる移動通信電話サービスの場合にも公衆電話網 (PSTN)(10)を用
いる有線電話端末 (80)と互いに連動されていないことにより、各サービスが独立的で相互
連関性のない問題点がある。
【００１２】
　一方、一般に移動通信サービスは、構内等限定された領域とは関係なく、どこでもサー
ビスが可能であるが、これは、移動通信サービスシステムを用いるものであり、設定され
た領域内で別途の課金なしに無線で通信することはできなかった。
【００１３】
　すなわち、有線電話サービスを用いる有線電話サービス端末と移動通信サービス加入者
の移動通信端末が通話するためには、それぞれの交換機を公衆網で連結した後、相手の端
末機にコールを連結する方式であった。
【００１４】
　ここで、公衆網は、 PLMNと PSTNとを含む。これにより、有線加入者と移動通信サービス
加入者が同じビル、または同じアパート団地内で通話をする場合にも課金される不都合が
あった。
【００１５】
　さらに、ある加入者が同時に有線電話サービスと移動通信サービス 場合
、それぞれの通信料金を支払うべきであることにより、通信サービスを用いることが過大
な負担となる不都合があった。
【００１６】
　また、ある加入者が同時に有線電話サービスと移動通信サービス 場合、
他の人がそのうちの一つの電話番号だけを知っていて、該当端末を呼び出す 、その端
末で応答できなければ、加入者が他の端末を持っているにも拘わらず、加入者と通話連結
をすることができない不都合があった。
【００１７】
　もちろん、着信転換サービスを用いて任意の端末に対する呼び出しがある場合、指定さ
れた他の端末が呼び出 しているが、これは、予め設定された場合に限ってサ
ービスされるだけであり、着信転換サービスが設定されれば、二つの端末のうち、着信転
換指定された端末のみが呼び出される不都合があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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接続する

の提供を受ける

の提供を受ける
とき

されるように



【００１８】
　したがって、本発明は、  上述のような問題点を解決するために案出されたもので、従
来の有線電話サービス加入者に移動性を付与するための有無線電話連動サービスシステム
を提供することにその目的がある。
【００１９】
　また、本発明の他の目的は、ある加入者が同時に有線電話サービスと移動通信サービス
とを用いる場合、課金の二重性に係る負担を減らすことができる有無線電話連動サービス
システムを提供することにその目的がある。
【００２０】
　また、本発明のもう一つの目的は、ある加入者が同時に有線電話サービスと移動通信サ
ービスとを用いる場合、他の人がそのうちの一つの電話番号を呼び出す に加入者が持
っている、あらゆる端末で呼び出しに応答できるようにする有無線電話連動サービスシス
テムを提供することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　前記目的を達成するための本発明の一側面によれば、

有無線電話連動サービスシステム 、公衆有線電話
網（ＰＳＴＮ： Public Switched Telephony Network）に連結され、 有線
電話サービスを提供するための有線交換機と、前記有線交換機に連結され、

移動通信端末のそれぞれに 仮想の有線電話番号を 前記
仮想の有線電話番号と前記移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ： Mobile Identifier Nu
mber）を連動して、前記移動通信端末に公衆有線電話サービスを提供するモバイルゲート
ウェイと、前記モバイルゲートウェイ及び公衆移動通信網（ＰＬＭＮ： Public Land Mobi
le Network）に連結され、私設基地局（ｐＢＴ を介して移動通信端末に

移動通信サービスを提供する

私設基地局制御機（ｐＢＳＣ： Private Base Station Controlle
r）と、を備えることを特徴とする有無線電話連動サービスシステムを提供する。
【００２２】
　本発明の他の側面によれば、

有無線電話連動サービス方法 、
モバイルゲートウェイが、

移動通信端末のそれぞれに 仮想の有線電話番号を
する段階と、

前記モバイルゲートウ
ェイ 、 前記仮想の有線電話番号と
前記移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ）を連動し 移動通信端末に公衆有線電話サー
ビスを提供する段階と、を備えることを特徴とする有無線電話連動サービス方法を提供す
る。
【発明の効果】
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とき

公衆有線電話網、公衆移動通信網
及び私設移動通信網が連動した であって

有線電話端末に
有線電話端末

に有線電話サービスを提供すると共に、私設基地局（ｐＢＴＳ： Private Base station T
ransceiver System）の管理領域であるモバイルゾーン（ Mobile Zone）内でサービスを提
供する 付与した メモリーに格納し、

Ｓ） 個別電話番号
（ＭＩＮ）を用いた公衆 と共に、移動通信端末の個別電話番
号（ＭＩＮ）と前記仮想の有線電話番号とを対応付けた情報をメモリーに格納し、個別電
話番号（ＭＩＮ）と仮想の有線電話番号を連動してモバイルゾーン内の移動通信端末を公
衆有線電話網に接続する

公衆有線電話網、公衆移動通信網及び私設移動通信網が連
動したサービスを提供する であって 公衆有線電話網に連結
される 私設基地局（ｐＢＴＳ： Private Base station Transce
iver System）の管理領域であるモバイルゾーン（ Mobile Zone）内でサービスを提供する
少なくとも一つ以上の 付与した メモリー
に格納 前記モバイルゲートウェイ及び公衆移動通信網に連結される私設基地
局制御機（ｐＢＳＣ： Private Base Station Controller）が、移動通信端末の個別電話
番号（ＭＩＮ）と前記仮想の有線電話番号とを対応付けた情報をメモリーに格納する段階
と、私設基地局制御機（ｐＢＳＣ）が、私設基地局（ｐＢＴＳ）を介して移動通信端末に
個別電話番号（ＭＩＮ）を用いた公衆移動通信サービスを提供すると共に、前記メモリー
に格納した移動通信端末の個別電話番号（ＭＩＮ）と前記仮想の有線電話番号とを対応付
けた情報を用いて前記個別電話番号（ＭＩＮ）と前記仮想の有線電話番号を連動してモバ
イルゾーン内の移動通信端末を公衆有線電話網に接続する段階と、

が 有線電話端末に有線電話サービスを提供すると共に、
て



【００２３】
　本発明によれば、有無線連動装置によって加入者が有線電話サービスに加入している場
合、既存の有線電話サービスだけでなく、該当有線電話端末の呼び出し時、指定された無
線端末を介して有無線連動装置が運営する私設移動通信網内で同時に着信できることによ
って、有線電話サービスに移動性が提供される。
【００２４】
　また、 有線電話サービス電話番号形態の仮想有線電話番号を運営することによっ
て、自己の無線端末を介して外部加入者が有線電話番号で呼び出した電話を受信すること
ができ、外部加入者に呼び出し時、 ＩＤが仮想有線電話番号で送られてくること
により、加入者側では実際、有線電話端末を設置しない状態でも外部加入者 有
線電話端末を持っていることと同じ効果を提供できる。また、外部の加入者等も加入者の
無線端末に電話をする場合には、有線電話サービスの課金率によって電話サービスを受け
ることができる。
【００２５】
　また、ある加入者が同時に有線電話サービスと移動通信サービスとを用いる場合にも、
内部加入者には課金をしないこともあり得ることによって、課金の二重性に係る負担を減
らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、添付の図面を参照し、本発明の好適な一実施例を詳細に説明すれば、次の通りで
ある。
【００２７】
　以下、移動通信網を用いる移動通信端末 (mobile phone)は、有線電話サービスを用いる
有線電話サービス端末に対応する概念であって、便宜上、無線端末 (wireless phone)とい
う用語を使用する。したがって、ここで無線端末とは、移動通信端末に限定する。
【００２８】
　図 2は、本発明の一実施例に係る有無線電話連動サービスシステムの概念を説明するた
めの網構成図である。
【００２９】
　図 2を参照すれば、本発明の一実施例に係る有無線電話連動サービスシステムは、公衆
電話網 (10)及び公衆移動通信網の基地局制御装置 (40)に接続されてサービス登録された加
入者に有線電話サービスと公衆 /私設移動通信サービスとを提供する有無線連動装置 (100)
と、有無線連動装置 (100)に連結して自己の通信領域内で私設移動通信サービスのための
無線環境を提供する私設基地局装置 (private BTS、以下、 pBTSとする )(210)と、 pBTS(210
)を介して公衆 /私設移動通信サービスが提供される無線端末 (220、 240、 260)と、有線電
話サービスが提供される有線電話サービス端末 (230、 250、 270)とを含んでなる。
【００３０】
　有無線連動装置 (100)は、電話線を介して連結した有線電話サービス端末 (230、 250、 27
0)に有線電話サービスを提供し、私設移動通信サービスの利用登録されている無線端末 (2
20、 240、 260)に pBTS(210)を介して公衆 /私設移動通信サービスを提供する。もちろん、
私設移動通信サービスに登録されていない一般無線端末 (不図示 )にも公衆移動通信サービ
スを提供する。また、有線電話サービスと移動通信サービスを連動する有無線連動サービ
スを行う。
【００３１】
　有無線連動装置 (100)は、有線電話サービスを行う有線電話局の機能を含む。すなわち
、有線電話サービスのための交換装置 (不図示 )を備えて有線電話サービスに登録された加
入者に個別電話番号 (例えば、 02-XXX-YYYY)を付与し、加入者の宅内に設けられた有線電
話サービス端末 (230、 250、 270)まで連結した電話線を介して有線電話サービスを提供す
る。
【００３２】
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　有線電話サービスは、例えば韓国通信で電話局を介して加入者に提供する一般な有線電
話サービスが該当するもので、基本的な発信サービスと着信サービスとを含んでインター
ネットサービスなどの多様な付加サービスが該当することができる。
【００３３】
　また、最近、急激に拡散されている xDSL加入者回線サービスも該当することができる。
【００３４】
　これにより、有無線連動装置 (100)は、望ましくは従来の電話局に設けられている交換
機と連動して具現されることができ、電話局に設けられている交換機を改良して具現され
ることもでき、私設交換機を有する私設交換網にも具現されることができる。
【００３５】
　有無線連動装置 (100)から有線電話サービス ことができる有線電話サー
ビス端末には、一般有線電話機 (230、 250)と、個人用コンピュータ (270)と、ホームネッ
トワークのための多様な装備 (不図示 )等が該当することができる。一般有線電話機 (230、
250)には、電話線を介して連結した本体と、 800MHz無線を用いる移動端末機とが含まれる
ことができる。
【００３６】
　一方、有無線連動装置 (100)は、制限された通信領域 (200)で私設移動通信網を運営する
。
【００３７】
　ここで、私設移動通信網とは、一般に多様な移動通信事業者 (例えば、韓国では 01X事業
者 )により全国的に運営されている公衆移動通信網と区別するためのもので、任意の地域
に限定された数の基地局を設けて、その基地局が受け入れることができる限定された領域
で自己の加入者等に良質のサービスを提供するための移動通信サービスを意味する。
【００３８】
　したがって、このようなサービスの場合、任意の交換機事業者と移動通信装置事業者と
連係して運営することもでき、既存の有線電話網を持っている事業者 (例えば、韓国の場
合、韓国通信 )が移動通信装置を設けて具現することもできる。
【００３９】
　このために有無線連動装置 (100)は、移動通信サービスのための装置 (不図示 )を備えて
移動通信電話サービスに登録された加入者に個別電話番号 (Mobile Identifier Number:MI
N)(例えば、 02-CCC-DDDD)を付与し、自己の私設通信領域に位置した無線端末 (230、 250、
270)に pBTS(210)を介して移動通信電話サービスを提供する。
【００４０】
　もちろん、有無線連動装置 (100)の移動通信サービスに登録された無線端末 (230、 250、
270)は、公衆移動通信網のサービスに登録されて 公衆移動通信網を用いる移動通信
サービスが提供されるので、該当移動通信事業者から別途の移動通信端末電話番号 (MIN)(
例えば、 016-AAA-BBBB)が付与されている。
【００４１】
　この際、有無線連動装置 (100)で移動通信サービスに登録された無線端末に付与する個
別電話番号は、有線電話番号形式 (例えば、 02-CCC-DDDD)を用いる。有線電話番号形式を
用いることは、有線電話サービスを用いる外部加入者が PSTN(10)を経由して該当加入者に
対する呼び出しをする場合、一般有線電話サービス加入者として認識させるためのもので
ある。これにより、外部加入者は、該当加入者を呼び出す時、 有線電話サービス加
入者を呼び出すようにすることができ、料金も一般有線電話サービス加入者に発信した時
の料金で精算される。したがって、このような電話番号を仮想電話番号と称する。仮想電
話番号とは、電話番号の形式は一般有線電話番号の形態であるが、これは、単に有無線連
動装置 (100)でソフトウェア的だけに生成された電話番号であり、電話線により任意の有
線電話端末が連結した電話番号でない仮想の電話番号ということを意味する。
【００４２】
　したがって、有無線連動装置 (100)は、大きく３種類の加入者を有することができる。
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【００４３】
　先ず、有線電話サービスのみ用いる加入者である。この場合、加入者は有無線連動装置
(100)から任意の有線電話番号を付与され、宅内まで設けられた電話線に有線端末を連結
して有線電話サービスを用いる。
【００４４】
　次には、移動通信サービスだけを用いる加入者である。この場合、加入者は、公衆移動
通信網にも共に登録されている。したがって、この加入者の場合には、２種類の電話番号
が付与される。一つは、公衆移動通信網で付与された電話番号であり、もう一つは、有無
線連動装置 (100)で付与された電話番号である。有無線連動装置 (100)は、該当加入者に対
して自己が付与した電話番号と公衆移動通信網事業者から付与された電話番号に対する情
報をデータベースで保存している。
【００４５】
　最後には、有線電話サービスと移動通信サービスを共に用いる加入者である。この場合
、加入者は、無線連動装置 (100)から任意の有線電話番号を付与され、宅内まで設けられ
た電話線に有線端末を連結して有線電話サービスを用いると共に、無線端末を用いて移動
通信サービスも用いる加入者である。したがって、この加入者の場合には、 3種類の電話
番号が付与される。一つは、有線電話端末に付与された有線電話番号であり、もう一つは
、公衆移動通信網で無線端末に対して付与された電話番号であり、もう一つは、有無線連
動装置 (100)で無線端末に付与された仮想電話番号である。これにより、有無線連動装置 (
100)は、該当加入者に対して上記３種類の電話番号情報をデータベースで保存している。
【００４６】
　有無線連動装置 (100)は、各加入者に対して差別されたサービスを提供できる。
【００４７】
　一般有線電話サービス 用いる加入者には電話線を介して一般 有線電話サービスに
よる発信着信サービスを提供する。
【００４８】
　移動通信サービスのみ用いる加入者には無線端末を介して発信要請がある場合、該当無
線端末から ＩＤ (Caller ID)が公衆移動通信網から付与された MIN(016-AAA-BBBB)

送られてくることにより、仮想電話番号 (02-CCC-DDDD)に変換して PSTN(10)を介して変
換された ＩＤを伝送する。これにより、外部の加入者は、該当呼に対して仮想電
話番号を ＩＤ情報として受信する。
【００４９】
　有線電話サービスと移動通信サービスを共に用いる加入者には、多重着信機能を提供で
きる。多重着信機能とは、有線電話サービス端末と無線端末に同時にリング信号が伝達さ
れるようにするものである。
【００５０】
　すなわち、外部から有線電話サービス端末 (02-XXX-YYYY)の電話番号が呼び出される場
合、電話線を介してその有線電話番号に該当する有線電話端末にリング信号を伝送すると
共に、該当有線電話番号を有する加入者に登録された仮想電話番号を検索して pBST(210)
を介して該当無線端末を呼び出すものである。また、 pBST(210)を介して該当無線端末を
呼び出すにも拘わらず該当無線端末から応答がない場合には、私設通信サービス領域にな
いものと判断し、公衆移動通信網を経由して公衆移動通信網の BTS(50)を介して該当無線
端末を呼び出す。
【００５１】
　この場合、有無線連動装置 (100)は、各電話番号に対するデータベースを持っていなけ
ればならない。例えば、任意の電話番号に対して多重着信可否、多重着信が設定されてい
る場合には、該当有線電話番号別仮想電話番号、公衆移動通信網の電話番号別仮想電話番
号に対するデータベースを持っていなければならない。
【００５２】
　また、このデータベースを用いて任意の内線加入者から内線または外部加入者に対する
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呼連結要請がある場合や、任意の外部加入者から内線加入者を呼び出す場合、該当する呼
連結サービスを行うことができる。
【００５３】
　すなわち、無線端末 (220、 240、 260)が移動通信サービス ように、有無線
連動装置 (100)に利用登録されていれば、有無線連動装置 (100)は、 pBTS(210)を介して無
線端末 (220、 240、 260)に移動通信サービスを提供する。
【００５４】
　また、有無線連動装置 (100)は、 PSTN(10)との有線通信サービスも行う。一例として、
有無線連動装置 (100)は、自己にサービス登録された無線端末がサービス登録されていな
い無線端末 (不図示 )と通信を望めば、 PSTN(10)を経由して公衆移動通信網に接続して該当
無線端末と通信路を設定して通話が可能なようにする。
【００５５】
　また、有無線連動装置 (100)は、サービス登録された無線端末 (220、 240、 260)が内線加
入者でない公衆網加入者 (11)と通話することを望めば、 PSTN(10)を介して公衆網加入者と
通信路を設定することにより通話が可能なようにする。
【００５６】
　一方、 pBTS(210)は、自己の通信領域 (以下、モバイルゾーンとする )(200)内で有無線連
動装置 (100)に私設移動通信サービスの利用が登録されている無線端末 (220、 240、 260)が
無線通信路の設定を要請する場合に無線通信路を構成し、無線資源を管理することによっ
て公衆 /私設移動通信サービスを提供する。
【００５７】
　また、私設移動通信サービスに登録されていない無線端末に対しては、公衆移動通信網
を介して公衆移動通信サービスを提供する。
【００５８】
　また、無線端末 (220、 240、 260)が有無線連動装置 (100)を介して私設移動通信サービス
の利用登録がされている他の無線端末 (220、 240、 260)と、または有線電話サービス端末 (
230、 250、 270)と通話サービス ことができるようにする。
【００５９】
　すなわち、 pBTS(210)は、有無線連動装置 (100)に移動通信サービスの利用登録がされて
いる無線端末 (220、 240、 260)が無線通信路設定を要請する場合には、無線通信路を設定
して通話が可能なようにし、有無線連動装置 (100)に私設移動通信サービスの利用登録が
されていない無線端末 (不図示 )が無線通信路設定を要請する場合には、 BSC(40)を介して
公衆移動通信網を用いるようにする。
【００６０】
　このように構成された有無線連動サービスシステムのサービス運用のためには、次のよ
うな手順が必要である。
【００６１】
　先ず、任意の内線加入者から有無線サービスのための加入者登録申請を受ける。加入者
登録申請時、要求される情報としては加入者の身上情報、決済情報、有線端末の電話番号
、移動通信端末の個別電話番号、移動通信端末の仮想有線電話番号 。ここで、
身上情報には氏名、住所、住民登録番号などが該当 。
【００６２】
　加入者登録申請によって一つ以上の有線端末等及び公衆 /私設移動通信端末等に対して
有線電話番号を付与して内線加入者別に有無線サービス登録を行う。
【００６３】
　有無線サービスを登録する時は、内線網を構成する有線端末に付与された有線電話番号
と、公衆 /私設移動通信端末に付与された有線電話番号と、公衆 /私設移動通信端末が公衆
移動通信網から付与された個別電話番号 (MIN)を内線加入者情報としてデータベースに登
録する手順を行う。
【００６４】
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　次に、任意の有線電話番号に対して、その有線電話番号が端末が連結した有線電話番号
なのか、端末が連結していない有線電話番号なのかを表す第 1識別情報、その有線電話番
号が同時着信サービスを用いるのかの可否を表す第２識別情報、同時着信機能により呼び
出される公衆 /私設移動通信端末の有線電話番号をデータベースに登録する過程を行う。
このような登録過程を終わると、任意の有線電話番号が呼び出される場合、該当有線電話
番号に該当する有線端末を呼び出し、有線電話番号に連動して同時に呼び出される公衆 /
私設移動通信端末がある場合、移動通信網を介して該当公衆 /私設移動通信端末を呼び出
す。内線加入者別に有無線サービスの利用に係る課金を行う手順を行うことができる。課
金時、私設移動通信網を用いる場合には内線課金料率を適用し、公衆移動通信網を用いる
場合には外線課金料率を適用することもできる。
【００６５】
　図 3は、図 2に示す有無線連動装置の一実施例に係る有無線電話連動サービスシステムの
概念を説明するためのシステム構成図である。
【００６６】
　図 3を参照すれば、有無線連動装置 (100)は、有線交換機 (111)とモバイルゲートウェイ (
MobileG/W)(112)と、 pBSC(113)とで構成される。
【００６７】
　有線交換機 (111)は、有線電話網をサービスする交換システムであり、モバイルゲート
ウェイ (112)は、有無線加入者に発生される呼を処理するシステムである。 pBSC(113)は、
モバイルゲートウェイ (112)と pBTS(210)とを連結させ、 公衆移動通信サービスのた
めに公衆移動通信網の BSC(40)にも連結する。
【００６８】
　一実施例では、モバイルゲートウェイ (112)を有線交換機 (111)と連動される交換機とし
て用いた例として、公衆電話網 (PSTN)(10)は有線交換機 (111)の局線インターフェース (Tr
unk)に シグナルリングを介して連結する。
【００６９】
　有線交換機 (111)は、内線加入者カード (SLC:Subscriber Line Card)インターフェース
がモバイルゲートウェイ (112)の局線インターフェース (Trunk)に E1シグナルリングを介し
て連結する。ここで、 E1は 32タイムスロットを持つ 2.048Mbpsデジタルラインのためのヨ
ーロッパ標準である。もう一つの例としては、 T1は 24チャネル 1.544Mbpsデジタルライン
のためのヨーロッパ標準であり、 T3(DS3)は 44.736Mbpsで動作するデジタルシグナルレベ
ル 3である。
【００７０】
　すなわち、有線交換機 (111)は、有線電話サービスのために任意の加入者に対して有線
電話番号を割り当てる場合、有線電話番号が割り当てられた SLCインターフェースを加入
者の有線電話端末 (250)に電話線を介して直接連結するものでなく、一旦、 SLCインターフ
ェースをモバイルゲートウェイ (112)の局線インターフェースに連結してモバイルゲート
ウェイ (112)に送る。
【００７１】
　モバイルゲートウェイ (112)は、局線インターフェースを介して受けた有線交換機 (111)
の有線電話サービス内線加入者のラインを自己の SLCインターフェースに割り当てて電話
線を介して該当有線電話端末 (250)まで連結させる。
【００７２】
　これにより、有線電話端末 (250)は、モバイルゲートウェイ (112)の SLCインターフェー
スと局線インターフェースを経由して有線交換機 (111)の SLCインターフェースに連結され
る。したがって、有線電話端末 (250)は、通話のために受話器をフックオフする場合、有
線電話交換機 (111)で提供する発信音を聞くようになる。
【００７３】
　また、有線交換機 (111)は、自己の内線加入者に有線電話サービスを提供することによ
って、 SLCインターフェースが受け入れることができる範囲内で、各加入者に有線電話番
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号を割り当てることができる。有線交換機 (111)は、内線加入者等に付与された有線電話
番号を含むデータベースを備えることができる。このデータベースは、メモリー内に具現
される。
【００７４】
　ここで、有線電話番号は、その終端に有線電話端末 (250)が連結した一般に用いる有線
電話番号と、有線電話端末 (250)が連結しないで単に電話番号のみ割り当てられた仮想有
線電話番号とが有り得る。
【００７５】
　しかし、有線交換機 (111)側面では、一般有線電話番号と仮想有線電話番号とを別途に
区分していない。なぜならば、有線交換機 (111)は、任意の内線加入者に対する電話番号
を SLCインターフェースに割り当て、 SLCインターフェースを介してモバイルゲートウェイ
(112)の局線インターフェースに送ることでその役割が終わることによって、割り当てら
れた電話番号の終端に有線電話端末 (250)を連結したり、連結しないことは、モバイルゲ
ートウェイ (112)で関与する事項であり、有線交換機 (111)は、単に同一に内線加入者情報
として管理すればよい。
【００７６】
　一方、モバイルゲートウェイ (112)は、 E1シグナルリングを介して pBSC(113)に連結し、
有線交換機 (111)の有線電話サービスと pBSC(113)の移動通信サービスを連動する機能を行
う。
【００７７】
　すなわち、モバイルゲートウェイ (112)が E1シグナルリングを介して pBSC(113)に連結し
て割り当てる回線は、無線端末に関連したものである。
【００７８】
　モバイルゲートウェイ (112)は、有線交換機 (111)から付与された有線電話番号に対する
データベース (112b)を持っているようになる。このデータベース (112b)は、メモリー (112
a)に具現されることができる。すなわち、このデータベースは、図 4に示すように各電話
番号別に仮想電話番号であるのかの可否を表す情報と、多重着信サービスに登録されたの
かの可否を表す情報とが保存される。
【００７９】
　例えば、仮想電話の可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、有線端末が連結し
た有線電話番号であり、 1に設定されていれば、この電話番号は無線端末の仮想電話番号
であることを表す。
【００８０】
　一方、多重着信の可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、該当有線電話番号に
該当する有線電話端末を呼び出す既存のサービスに限定されることを表すものであり、 1
に設定されていれば、多重着信を行うことができるサービスに登録されていることを表す
ものである。
【００８１】
　これにより、モバイルゲートウェイ (112)は、多重着信サービスが登録された任意の有
線電話番号が呼び出される場合、その有線電話番号と同時に呼び出される無線端末に該当
する仮想有線電話番号に対する具体的な情報が必要なことによって、 pBSC(113)にその情
報を要請する。
【００８２】
　 pBSC(113)から該当有線電話番号に連結した無線端末の仮想電話番号に対する情報を受
信すれば、自己のデータベースで該当仮想電話番号を探してその仮想電話番号に該当する
無線端末を pBSC(113)及び pBST(210)を介して呼び出す。
【００８３】
　一方、モバイルゲートウェイ (112)は、 pBSC(113)から任意の無線端末 発信サービ
ス要請を受けた場合、発信番号と該当無線端末から受信される無線端末の ＩＤを
有線交換機 (111)に伝達する。
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【００８４】
　この際、有線交換機 (111)に伝達する無線端末の ＩＤは、その無線端末に付与
された仮想有線電話番号 (例えば 02-CCC-DDDD)となる。これにより、有線交換機 (111)は、
その ＩＤを送り該当発信番号の加入者を呼び出す。
【００８５】
　この際、発信番号の加入者は、有線交換機 (111)の内部加入者ともなり得、 PSTN(10)を
介して呼び出すことができる外部加入者ともなり得る。
【００８６】
　 pBSC(113)は、公衆用移動通信システムにおける BSCに対応する機能、すなわち、無線リ
ンク制御、ハンドオフ機能等を行う。
【００８７】
　 pBSC は、 pBTS(210)を制御して公衆用移動通信網と私設用移動通信網サービスを支
援するための加入者の呼処理及びその他の付加サービスの分析及びモバイルゲートウェイ
(112)との連動のための諸般インターフェースを処理する。
【００８８】
　このために、私設用移動通信サービス とする場合には、無線端末の加
入者が発信電話番号にサービス区別のために、予め設定した識別情報を するようにす
る。
【００８９】
　したがって、 pBSC(113)は、この識別情報を用いて発呼が公衆用移動通信サービスを要
求する呼であるのか、そうでなければ私設用移動通信サービスを要求する呼であるのかを
区別するようにする。
【００９０】
　すなわち、 pBTS(210)から伝達された無線端末の発呼が公衆用移動通信サービスを要請
する発呼であるのか、そうでなければ私設用移動通信サービスを要請する発呼であるのか
を判別し、公衆用移動通信サービス発呼であれば、公衆移動通信網の BSC(40)にクリアに
バイパスさせ、私設用移動通信サービス発呼であれば、私設用移動通信サービスが提供さ
れるようにモバイルゲートウェイ (112)に伝達する。
【００９１】
　一例として、使用者が無線端末を介して電話番号 "#212"を入力すれば、 pBSC(113)は、
私設移動通信サービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信
サービスを用いることを望むものと判断し、モバイルゲートウェイ (112)に電話番号 "212"
を含んだ通話要請信号を伝送して内線番号 "212"の内線加入者と通話が可能なようにする
。
【００９２】
　また、使用者が電話番号 "#02-212-8866"を入力すれば、 pBSC(113)は、私設移動通信サ
ービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信サービスを用い
ることを望むものと判断し、モバイルゲートウェイ (112)に電話番号 "02-212-8866"を含ん
だ通話要請信号を伝送して有線交換機 (111)を介して公衆電話網を介して電話番号 "02-212
-8866"の公衆電話網加入者と通話が可能なようにする。
【００９３】
　また、使用者が電話番号 "#016-212-8866"を入力すれば、 pBSC(113)は、私設移動通信サ
ービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信サービスを用い
ることを望むものと判断し、モバイルゲートウェイ (112)に電話番号 "016-212-8866"を含
んだ通話要請信号を伝送して有線交換機 (111)を介して公衆電話網を経由した公衆移動通
信網を介して "016-212-8866"の公衆移動通信サービス加入者と通話が可能なようにする。
【００９４】
　また、 pBSC(113)は、図 5に示すように、任意の無線端末に公衆移動通信網で付与した MI
N番号 (例えば、 016-AAA-BBBB)と、その無線端末に付与された仮想有線電話番号 (例えば、
02-CCC-DDDD)に対するデータベース (113b)を備えている。
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【００９５】
　すなわち、データベース (113b)は、任意の無線端末の各 MIN番号別に仮想有線番号が存
在するのかの可否を表す情報と、該当仮想有線番号がある場合には、その有線番号情報が
保存される。
【００９６】
　例えば、仮想有線番号の存在可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、仮想有線
番号がないものであり、 1に設定されていれば、 MIN番号に該当する仮想有線電話番号があ
ることを表し、それに該当する仮想有線電話番号が保存されている。
【００９７】
　したがって、モバイルゲートウェイ (112)で仮想有線電話番号が呼び出される場合にも
該当無線端末を呼び出すことができる。
【００９８】
　一方、任意の無線端末が pBTS(210)を介して発信サービスを要請する時は、大きく２つ
の場合に区分することができる。
【００９９】
　先ず、私設移動通信サービスを用いて発信を要請する場合が有り得る。このような場合
、 pBTS(210)から伝達される ＩＤに公衆移動通信網に付与された MIN番号が送られ
てくることにより、図 5に示すデータベースを参照して ＩＤを仮想有線電話番号
に変換してモバイルゲートウェイ (112)と有線交換機 (111)とを介して送る。
【０１００】
　一方、私設移動通信サービスを利用しない場合には、 pBTS(210)から伝達される

ＩＤに公衆移動通信網に付与された MIN番号が送られてくることにより、その
ＩＤをそのままに公衆移動通信網の BSC(40)に伝達する。
【０１０１】
　また、 pBSC(113)は、メモリー (113a)に多重着信サービスのためのデータベース (113c)
を管理している。すなわち、宅内に設けられた有線電話端末中に多重着信が設定された有
線電話番号 (例えば、 02-XXX-YYYY)と該当有線電話番号の呼び出し時に、同時に呼び出さ
れる無線端末に付与された仮想有線電話番号に対するデータベース (113c)を管理している
。
【０１０２】
　これにより、モバイルゲートウェイ (112)で多重着信が設定された有線電話番号 (例えば
、 02-XXX-YYYY)に対して多重設定された仮想有線電話番号を問い合わせる場合、データベ
ース (113c)で該当有線電話番号 (例えば、 02-XXX-YYYY)を検索し、その有線電話番号にリ
ンクされた仮想電話番号 (02-CCC-DDDD)を探してモバイルゲートウェイ (112)に応答するこ
とができる。
【０１０３】
　すなわち、多重着信サービスのために、モバイルゲートウェイ (112)と pBSC(113)との各
々にデータベース (112b、 113c)が構築されている。モバイルゲートウェイ (112)に構築さ
れているデータベース (112b)には、任意の有線電話番号が多重着信されたのかの可否と、
各無線端末に付与された仮想有線電話番号に対する情報が保存されている。
【０１０４】
　一方、 pBSC(113)に構築されているデータベース (113c)には、多重着信が設定された任
意の有線電話番号と、その有線電話番号に多重着信で呼び出される無線端末の仮想有線電
話番号に対する情報が保存されている。データベース (113b)とデータベース (113c)とは一
つのデータベースで具現されることもできる。
【０１０５】
　このように構成された有無線連動装置 (100)では、有線電話端末に対する有線電話サー
ビスだけでなく、仮想有線電話の呼び出し時、指定された無線端末への着信が可能である
。また、有線電話の呼び出し時、モバイルゲートウェイ (112)で有無線同時呼び出しを起
こして望む端末に着信できる。
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【０１０６】
　 PSTN(10)から仮想有線電話に対する呼び出しがある場合、有線交換機 (111)は、モバイ
ルゲートウェイ (112)を呼び出す。モバイルゲートウェイ (112)は、仮想有線電話番号に対
応して pBSC(113)と pBTS(210)とを介してモバイルゾーン (200)内の無線端末を呼び出す。
【０１０７】
　また、その無線端末で着信応答が来れば、呼び出し呼を連結させる。着信応答が来なけ
れば、有線電話サービス手順によってサービスを終了する。
【０１０８】
　図 6は、図 3に示す有無線電話連動システムで有線電話の呼び出し時、該当有線電話また
は無線端末を呼び出す手順を示す。
【０１０９】
　図 3に示す着信経路 (P1、 P2)を参照して着信手順を説明する。
【０１１０】
　任意の加入者端末機 (11)が PSTN(10)を介して任意の有線電話番号を呼び出す場合、有線
交換機 (111)は、 PSTN(10)を介して該当有線電話番号を呼び出され (S1)、その呼び出され
た電話番号が有線加入者番号なのかの可否を判断する (S2)。判断結果、有線加入者番号で
ある場合、有線加入者回線を介してモバイルゲートウェイ (112)に伝達する (S3)。一方、
判断結果、有線加入者番号でない場合、無線端末に配分された仮想加入者回線を選択して
モバイルゲートウェイ (112)に伝達する (S4)。
【０１１１】
　モバイルゲートウェイ (112)は、有線交換機 (111)から伝達された電話番号を分析する。
先ず、モバイルゲートウェイ (112)は、自己が持っている図 4に示すデータベース (112b)で
該当電話番号が多重着信番号なのかの可否を判断する (S5)。判断結果、多重着信番号でな
い場合には、有線加入者に呼を分配する (S6)。すると、これにより有線端末 (250)が応答
する (S7)。
【０１１２】
　一方、多重着信番号なのかの可否を判断した結果、多重着信番号である場合には、先ず
有線加入者に呼を分配する (S8)(P1)。また、 pBSC(113)に該当有線番号に指定された仮想
有線電話番号を要求する (S9)。モバイルゲートウェイ (112)で pBSC(113)に仮想有線電話番
号を要求することは、モバイルゲートウェイ (112)のデータベース (112b)には任意の有線
端末に対して多重着信が設定されてあるのかの可否だけを知らせる情報のみ保存されてい
るためである。
【０１１３】
　一方、 pBSC(113)には、その有線番号に対して多重着信が設定された該当無線端末に対
する直接的な情報を保存していることによって、モバイルゲートウェイ (112)から pBSC(11
3)に多重着信される無線端末に該当する仮想有線電話番号を要求するものである。
【０１１４】
　これにより、 pBSC(113)は、自己のデータベース (113c)で該当有線電話番号に対する仮
想有線電話番号を検索し、仮想有線電話番号をモバイルゲートウェイ (112)に提供する。
モバイルゲートウェイ (112)は、 pBSC(113)と pBTS(210)とを介して該当無線端末 (220)に呼
を分配する (S10)(P2)。すると、これにより有線端末 (250)や無線端末 (220)のうち、一つ
が応答する (S11)。また有線端末が無応答時には、無線端末でモバイルゾーン (200)のどこ
でも着信サービスを受けることができる。
【０１１５】
　一方、有線加入者番号なのかの可否を判断した時 (S2)、その判断結果、有線加入者番号
でない場合には、モバイルゲートウェイ (112)は、無線端末 (220)に配分された仮想加入者
回線を選択してモバイルゲートウェイ (112)に伝送して pBSC(113)と pBTS(210)とを介して
該当無線端末に呼を分配する (S12)。これにより、該当無線端末 (220)が応答する (S13)。
【０１１６】
　図 7は、無線端末加入者が外部加入者に発信する手順を示し、図 8は、無線端末加入者が

10

20

30

40

50

(14) JP 3881661 B2 2007.2.14



内部加入者に発信する手順を示し、図 9は、無線端末加入者が外部加入者、または内部加
入者に発信する流れ図である。
【０１１７】
　図 7の着信経路 (P3)と図 8の着信経路 (P4)とを参照し、図 9の着信手順を説明する。
【０１１８】
　無線端末 (220)(例えば、 016-AAA-BBBB)で相手の番号 (例えば、 031-ZZZ-ZZZZZ、または 0
2-XXX-XXXX)を呼び出す (S21)。無線端末 (220)で発生された発呼は、 pBTS(210)と pBSC(113
)とを経てモバイルゲートウェイ (112)に伝達する (S22)。
【０１１９】
　この際、 pBSC は、無線端末に付与された ＩＤ (Caller ID)(016-AAA-BBBB)
を無線端末に付与された仮想有線番号 (例えば、 02-CCC-DDDD)に変更する (S23)。この際、

ＩＤの変更は、図 5に示すデータベース (113b)を参照する。
【０１２０】
　モバイルゲートウェイ (112)では、無線端末から送られた発信番号が外部発信番号なの
かの可否を判断する (S24)。外部発信番号である場合には、メッセージにコールのみ保存
して有線交換機 (111)に伝達する。有線交換機 (111)は、 PSTN(10)を介して該当電話番号の
外部加入者を呼び出す (P3)(S26)。
【０１２１】
　一方、モバイルゲートウェイ (112)で外部発信番号なのかの可否を判断した時 (S24)、そ
の判断結果、外部発信番号でない場合、モバイルゾーン (200)内の内部加入者 (220、 240、
260)を呼び出す (P4)(S27)。
【０１２２】
　この際、課金処理は、有線交換機 (111)に連結した課金装備 (不図示 )を介して課金可能
となる。この際、モバイルゾーン (200)内で有無線連動装置 (100)でなされる内部加入者間
の通話には別途の課金をせずに、無料で運営することもできる。このような場合、加入者
は、別途の課金無しに内部加入者等間に通話をできる。
【０１２３】
　図 10及び図 11は、モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティング (Re-routing)される
手順を示す。
【０１２４】
　図 10の着信経路 (P5、 P6、 P7A)を参照し、図 11の再ルーティング手順を説明する。
【０１２５】
　任意の外部加入者端末機 (11)が PSTN(10)を介して任意の有線電話番号を呼び出す場合、
有線交換機 (111)は、 PSTN(10)を介して該当有線電話番号を呼び出され、その呼び出され
た電話番号が有線加入者番号なのかの可否を判断する (S31)。判断結果、有線加入者番号
である場合、有線加入者回線を介してモバイルゲートウェイ (112)に伝達する (S32)。一方
、判断結果、有線加入者番号でない場合、無線端末に配分された仮想加入者回線を選択し
てモバイルゲートウェイ (112)に伝達する (S33)。
【０１２６】
　モバイルゲートウェイ (112)は、有線交換機 (111)から伝達された電話番号を分析する。
この際、モバイルゲートウェイ (112)は、図 4に示すようなデータベースを持っている。モ
バイルゲートウェイ (112)は、そのデータベース (112b)で該当電話番号が多重着信番号な
のかの可否を判断する (S34)。判断結果、多重着信番号でない場合には、有線電話端末の
み呼び出す場合であるため、有線加入者に呼を分配する (S35)。一方、判断結果、多重着
信番号である場合、先ず有線加入者に呼を分配する (S36)。次に、モバイルゲートウェイ (
112)では pBSC(113)に仮想番号を要求し、 pBSC(113)から該当有線電話番号に対する仮想番
号を提供されて pBSC(113)と pBTS(210)とを介して該当無線端末 (220)に呼を分配する (S37)
。一方、モバイルゲートウェイ (112)は、無線端末に配分された仮想加入者回線を介して
有線電話番号を受けた場合には、 pBSC(113)と pBTS(210)とを介して該当無線端末 (220)に
呼を分配する。
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【０１２７】
　次に、有線端末 (250)や無線端末 (220)中の一つでもモバイルゾーン (200)内で応答する
場合、それによって呼処理を行い、そうでない場合には、モバイルゾーン (200)に加入者
が不在なのかの可否を判断する (S38)。モバイルゾーン (200)で有線端末 (250)や無線端末 (
220)の応答がないことによって、モバイルゾーン (200)に不在と判断される場合、モバイ
ルゲートウェイ (112)では、有線交換機 (111)と、 PSTN(10)と、 CDMA網 (20)とを介して公衆
移動通信網内の BTS(50)を介して公衆移動通信網内の無線端末 (50a)を呼び出す  (S39)。一
方、万一、加入者がモバイルゾーン (200)内にある場合であるが、応答がない場合には "加
入者が電話を受けることができない状況ですので、次に電話をかけて下さい "等の音声案
内メッセージを送出できる (S40)。
【０１２８】
<第２実施例 >
【０１２９】
　図１ 2は、図 2に示す有無線連動装置の他の実施例に係る有無線電話連動サービスシステ
ムの概念を説明するためのシステム構成図である。
【０１３０】
　図 12を参照すれば、有無線連動装置 (100)は、有線交換機 (121)とモバイルゲートウェイ
(MobileG/W)(122)と、 pBSC(123)とで構成される。
【０１３１】
　図面において pBTS(210)を含むモバイルゾーン (200)に対する説明は、図 2の説明と同様
であるので、省略する。
【０１３２】
　実施例では、モバイルゲートウェイ (122)をタンデム用交換機として用いた例として、
公衆電話網 (PSTN)(10)は、モバイルゲートウェイ (122)の局線インターフェース (Trunk)に

シグナルリングを介して連結する。
【０１３３】
　有線交換機 (121)は、モバイルゲートウェイ (122)の局線インターフェース (Trunk)に
シグナルリングを介して連結し、モバイルゾーン (200)外の加入者等に有線電話サービス

を提供するために設置される。
【０１３４】
　有線交換機 (121)は、モバイルゾーン (200)外の加入者に有線電話網をサービスするシス
テムであり、モバイルゲートウェイ (122)は、モバイルゾーン (200)内の有無線加入者に発
生される呼を処理するシステムである。
【０１３５】
　すなわち、モバイルゲートウェイ (122)は、モバイルゾーン (200)内の有無線加入者 (220
-270)に有線電話網サービス及び移動通信サービスのための呼処理を行い、有線交換機 (12
1)は、モバイルゾーン (200)外の有線加入者 (不図示 )に有線電話サービスを提供するシス
テムである。
【０１３６】
　例えば、大規模なアパート団地を対象として電話局が設置される場合、 pBTS(210)が設
けられ、その pBTS(210)により移動通信サービスを提供できるモバイルゾーン (200)内に位
置したアパート団地に居住している有無線加入者と、 pBTS(210)が設置されていないので
、移動通信サービスを提供することができず、一般 有線電話サービスのみを提供できる
モバイルゾーン (200)外に位置したアパート団地に居住している有線電話サービス加入者
が有り得る。
【０１３７】
　このように大規模なアパート団地の場合には、加入者数 多さによって一つのモバイル
ゲートウェイ (122)でモバイルゾーン (200)内の加入者とモバイルゾーン (200)外の領域に
ある加入者に有線電話サービスを提供するには交換機の容量上、許されない場合がある。
【０１３８】
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　したがって、モバイルゾーン (200)内の有無線電話加入者の場合には、モバイルゲート
ウェイ (122)で該当通信サービスを提供し、モバイルゾーン 外の領域にある加入者に
は別途の有線交換機 (121)を介して該当通信サービスを提供しようとするものである。
【０１３９】
　これにより、 PSTN(10)を介して任意の有線電話番号に対する呼び出しがある場合、モバ
イルゲートウェイ (122)は、電話番号が自己の内線加入者に対する着呼であるのかの可否
を判断し、判断結果、内線着呼でない場合、例えばモバイルゾーン (200)外の領域にある
加入者電話番号である場合にはタンデム呼で有線交換機 (121)に伝達し、有線交換機 (121)
で該当サービスを提供するようにする。
【０１４０】
　 pBSC(123)は、モバイルゲートウェイ (122)と pBTS(210)を連結させ、一般 公衆移動通
信サービスのために、公衆移動通信網の BSC(40)にも連結する。
【０１４１】
　すなわち、モバイルゲートウェイ (122)は、有線電話サービスのために任意の加入者に
対して有線電話番号を割り当てる場合、有線電話番号が割り当てられる SLCインターフェ
ースを加入者の有線電話端末 (250)に電話線を介して直接連結する。したがって、有線電
話端末 (250)は、通話のために受話器をフックオフする場合、モバイルゲートウェイ (122)
で提供する発信音を聞くようになる。
【０１４２】
　また、モバイルゲートウェイ (122)は、自己の内線加入者に有線電話サービスを提供す
ることによって、 SLCインターフェースが受け入れることができる範囲内で各加入者に有
線電話番号を割り当てることができる。
【０１４３】
　ここで、有線電話番号は、その終端に有線電話端末 (250)が連結した一般に用いる有線
電話番号と、有線電話端末 (250)が連結しないで単に電話番号のみが割り当てられた仮想
有線電話番号とが有り得る。
【０１４４】
　一方、モバイルゲートウェイ (122)は、 E1シグナルリングを介して pBSC(123)に連結し、
pBSC(123)の移動通信サービスを連動する機能を行う。
【０１４５】
　このために、モバイルゲートウェイ (122)は、メモリー (122a)に有線電話番号に対する
データベース (122b)を持っている。すなわち、このデータベース (112b)は、図 4に示すよ
うに各電話番号別に仮想電話番号であるかの可否を表す情報と、多重着信サービスに登録
されたのかの可否を表す情報が保存される。
【０１４６】
　例えば、仮想電話可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、有線端末が連結した
有線電話番号であり、 1に設定されていれば、この電話番号は、無線端末の仮想電話番号
であることを表す。
【０１４７】
　一方、多重着信の可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、該当有線電話番号に
該当する有線電話端末を呼び出す既存のサービスに限定されるのを表すことであり、 1に
設定されていれば、多重着信を行うことができるサービスに登録されていることを表すも
のである。
【０１４８】
　これにより、モバイルゲートウェイ (122)は、多重着信サービスが登録された任意の有
線電話番号が呼び出される場合、その有線電話番号と同時に呼び出される無線端末に該当
する仮想有線電話番号に対する具体的な情報が必要なことによって、 pBSC(123)にその情
報を要請する。
【０１４９】
　 pBSC(123)から該当有線電話番号に連結した無線端末の仮想電話番号に対する情報を受
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信すれば、該当仮想電話番号を pBSC(123)に呼び出し、 pBSC(123)はデータベース (123b)で
その仮想電話番号に対する無線端末電話番号を探して該当無線端末を pBST(210)を介して
呼び出す。
【０１５０】
　一方、モバイルゲートウェイ (122)は、 pBSC(123)から任意の無線端末 発信サービ
ス要請を受けた場合、発信番号と該当無線端末から受信される無線端末の ＩＤを
送り該当発信番号の加入者を呼び出す。
【０１５１】
　この際、モバイルゲートウェイ (122)に伝達する無線端末の ＩＤは、その無線
端末に付与された仮想有線電話番号 (例えば、 02-CCC-DDDD)となる。
【０１５２】
　この際、発呼の加入者は、モバイルゲートウェイ (122)の内部加入者ともなり得、 PSTN(
10)を介して呼び出すことができる外部加入者ともなり得る。
【０１５３】
　 pBSC(123)は、公衆用移動通信システムにおける BSCに対応する機能、すなわち、無線リ
ンク制御、ハンドオフ機能等を行う。
【０１５４】
　 pBSC(123)は、 pBTS(210)を制御して公衆用移動通信網と私設用移動通信網サービスを支
援するための加入者の呼処理、及びその他の付加サービスの分析及びモバイルゲートウェ
イ (122)との連動のための諸般インターフェースを処理する。
【０１５５】
　このために私設用移動通信サービス とする場合には、無線端末の加入
者が発信電話番号にサービス区別のために、予め設定した識別情報を するようにする
。
【０１５６】
　したがって、 pBSC(123)は、この識別情報を用いて発呼が公衆用移動通信サービスを要
求する呼であるのか、そうでなければ私設用移動通信サービスを要求する呼であるのかを
区別する。
【０１５７】
　すなわち、 pBTS(210)から伝達された無線端末の発呼が、公衆用移動通信サービスを要
請する発呼であるのか、そうでなければ私設用移動通信サービスを要請する発呼であるの
かを判別し、公衆用移動通信サービス発呼であれば、公衆移動通信網の BSC(40)にクリア
にバイパスさせ、私設用移動通信サービス発呼であれば、私設用移動通信サービスが提供
されるようにモバイルゲートウェイ (122)に伝達する。
【０１５８】
　一例として、使用者が無線端末を介して電話番号 "#212"を入力すれば、 pBSC(123)は、
私設移動通信サービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信
サービスを用いることを望むものと判断し、モバイルゲートウェイ (122)に電話番号 "212"
を含んだ通話要請信号を伝送して内線番号 "212"の内線加入者と通話が可能なようにする
。
【０１５９】
　また、使用者が電話番号 "#02-212-8866"を入力すれば、 pBSC(123)は、私設移動通信サ
ービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信サービスを用い
ることを望むものと判断し、モバイルゲートウェイ (122)に電話番号 "02-212-8866"を含ん
だ通話要請信号を伝送して PSTN(10)を介して電話番号 "02-212-8866"の公衆電話網加入者
と通話が可能なようにする。
【０１６０】
　また、使用者が電話番号 "#016-212-8866"を入力すれば、 pBSC(123)は、私設移動通信サ
ービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信サービスを用い
ることを望むものと判断し、モバイルゲートウェイ (122)に電話番号 "016-212-8866"を含
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んだ通話要請信号を伝送して PSTN(10)を経由して "016-212-8866"の公衆移動通信サービス
加入者と通話が可能なようにする。 は、 "#"以外にも他のもの ことができ
る。
【０１６１】
　また、 pBSC(123)は、図 5に示すように、任意の無線端末に公衆移動通信網で付与した MI
N番号 (例えば、 016-AAA-BBBB)と、その無線端末に付与された仮想有線電話番号 (例えば、
02-CCC-DDDD)とに対するデータベース (123c)を備えている。
【０１６２】
　すなわち、データベース (123c)は、任意の無線端末の各 MIN番号別に仮想有線番号が存
在するのかの可否を表す情報と、該当仮想有線番号がある場合には、その有線番号情報が
保存される。
【０１６３】
　例えば、仮想有線番号の存在可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、仮想有線
番号がないものであり、 1に設定されていれば、 MIN番号に該当する仮想有線電話番号があ
ることを表し、それに該当する仮想有線電話番号が保存されている。
【０１６４】
　したがって、モバイルゲートウェイ (122)で仮想有線電話番号が呼び出される場合にも
該当無線端末を呼び出すことができる。
【０１６５】
　一方、任意の無線端末が pBTS(210)を介して発信サービスを要請する時は、大きく２つ
の場合に区分されることができる。
【０１６６】
　先ず、私設移動通信サービスを用いて発信を要請する場合が有り得る。このような場合
、 pBTS(210)から伝達される ＩＤに公衆移動通信網に付与された MIN番号が送られ
てくることにより、図 5に示すデータベース (123c)を参照して ＩＤを仮想有線電
話番号に変換してモバイルゲートウェイ (122)に送る。
【０１６７】
　一方、私設移動通信サービスを利用しない場合には、 pBTS(210)から伝達される

ＩＤに公衆移動通信網に付与された MIN番号が送られてくることにより、その
ＩＤをそのままに公衆移動通信網の BSC(40)に伝達する。
【０１６８】
　また、 pBSC(123)は、多重着信サービスのためのデータベース (123c)を管理している。
すなわち、宅内に設けられた有線電話端末のうち、多重着信が設定された有線電話番号 (
例えば、 02-XXX-YYYY)と、該当有線電話番号の呼び出し時に、同時に呼び出される無線端
末に付与された仮想有線電話番号に対するデータベース (123c)を管理している。
【０１６９】
　これにより、モバイルゲートウェイ (122)で多重着信が設定された有線電話番号 (例えば
、 02-XXX-YYYY)に対し、多重設定された仮想有線電話番号を問い合わせる場合、データベ
ース (123c)で該当有線電話番号 (例えば、 02-XXX-YYYY)を検索し、その有線電話番号にリ
ンクされた仮想電話番号 (02-CCC-DDDD)を探してモバイルゲートウェイ (122)に応答できる
。
【０１７０】
　すなわち、多重着信サービスのために、モバイルゲートウェイ (122)と pBSC(123)との各
々にデータベースが構築されている。モバイルゲートウェイ (122)に構築されているデー
タベース (122b)には、任意の有線電話番号が多重着信されたのかの可否と、各無線端末に
付与された仮想有線電話番号に対する情報が保存されている。
【０１７１】
　一方、 pBSC(123)に構築されているデータベース (123c)には、多重着信が設定された任
意の有線電話番号と、その有線電話番号に多重着信で呼び出される無線端末の仮想有線電
話番号に対する情報が保存されている。
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【０１７２】
　このように構成された有無線連動装置 (100)では、有線電話端末に対する有線電話サー
ビスだけでなく、仮想有線電話の呼び出し時、指定された無線端末への着信が可能である
。また、有線電話の呼び出し時、モバイルゲートウェイ (122)で有無線同時呼び出しを起
こして望む端末に着信できる。
【０１７３】
　 PSTN(10)から仮想有線電話に対する呼び出しがある場合、モバイルゲートウェイ (122)
は、仮想有線電話番号に対応して pBSC(123)と pBTS(210)とを介してモバイルゾーン (200)
内の無線端末を呼び出す。
【０１７４】
　また、その無線端末で着信応答が来れば、呼び出し呼を連結させる。着信応答が来なけ
れば、有線電話サービス手順によってサービスを終了する。
【０１７５】
　図 13及び図 14は、有線電話の呼び出し時、有線電話と無線端末に同時に着信される手順
を示す。
【０１７６】
　図 13に示す着信経路 (P7、 P8)と、図 14に示す流れ図とを参照して着信手順を説明する。
【０１７７】
　任意の加入者端末機 (11)が PSTN(10)を介して任意の有線電話番号を呼び出す場合、モバ
イルゲートウェイ (122)は、 PSTN(10)を介して該当有線電話番号を呼び出され、その呼び
出された電話番号がモバイルゲートウェイ (122)に内線加入者に対する着呼であるのかの
可否を判断する (S101)。判断結果、内線着呼でない場合にはタンデム呼で有線交換機 (121
)に伝達する (S102)。一方、内線着呼である場合には、モバイルゲートウェイ (122)は、 PS
TN(10)から伝達された電話番号を分析する。この際、モバイルゲートウェイ (122)は、図 4
に示すデータベースを介して該当電話番号が有線電話番号であるかの可否と、多重着信番
号なのかの可否を知ることができる。
【０１７８】
　先ず、有線加入者電話番号なのかの可否を判断する (S103)。判断結果、有線加入者番号
でない場合には無線加入者番号であるので、 pBSC(123)にその仮想有線電話番号を呼び出
す。 pBSC(123)は、その仮想有線電話番号に対応する無線端末の電話番号を探して pBTS(21
0)を介して該当無線端末 (220)に呼を分配する (S104)。すると、これにより、該当無線端
末 (220)が応答する (S105)。
【０１７９】
　一方、判断結果、有線加入者番号である場合には、有無線多重着信が設定された電話番
号なのかを判断する (S106)。多重着信番号なのかを判断した結果、多重着信番号でない場
合には有線加入者に呼を分配する 。これにより有線端末 が応答する 。
しかし、多重着信番号である場合、先ず、有線加入者に呼を分配する 。そして、 pB
SC(123)に該当電話番号に連結した無線端末の仮想電話番号を要求して pBSC(123)から仮想
電話番号が提供されれば、 pBSC(123)にその仮想電話番号を呼び出す。 pBSC(123)は、その
仮想電話番号に対応する無線端末の電話番号を探して pBTS(210)を介して該当無線端末 (22
0)に呼を分配する 。すると、これにより有線端末 や無線端末 (220)のうち、一
つが応答する (S111)。
【０１８０】
　図 15は、無線端末加入者が外部加入者に発信する手順を示し、図 16は、無線端末加入者
が内部加入者に発信する手順を示し、図 17は、無線端末加入者が外部加入者または内部加
入者に発信する流れ図である。
【０１８１】
　図 15の着信経路 (P9)と図 16の着信経路 (P10)とを参照し、図 17の着信手順を説明する。
【０１８２】
　無線端末 (220)(例えば、 016-AAA-BBBB)で相手の番号 (例えば、 031-ZZZ-ZZZZZ、または 0
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2-XXX-XXXX)を呼び出す (S121)。無線端末 (220)で発生された発呼は、 pBTS(210)と pBSC(12
3)とを経てモバイルゲートウェイ (122)に伝達する (S22)。
【０１８３】
　この際、 pBSC(123)は、無線端末に付与された ＩＤ (Caller ID)(016-AAA-BBBB)
を無線端末に付与された仮想有線番号 (例えば、 02-CCC-DDDD)に変更する (S123)。
【０１８４】
　モバイルゲートウェイ (122)では、無線端末から送られた発信番号が外部発信番号なの
かの可否を判断する (S124)。判断結果、外部発信番号である場合には、 PSTN(10)を介して
該当電話番号の外部加入者を呼び出す (P9)(S125)。
【０１８５】
　一方、モバイルゲートウェイ (112)で外部発信番号なのかの可否を判断した時 (S124)、
その判断結果、外部発信番号でない場合、モバイルゾーン (200)内の内部加入者 (220、 240
、 260)を呼び出す (P10)(S126)。
【０１８６】
　この際、課金処理は、タンデム用モバイルゲートウェイ (122)に連結している課金装備 (
不図示 )を介して課金可能となる。
【０１８７】
　この際、モバイルゾーン (200)内で有無線連動装置 (100)でなされる内部加入者間の通話
には別途の課金をせずに、無料で運営することもできる。このような場合、加入者は、別
途の課金無しに内部加入者等間に通話をできる。
【０１８８】
　図 18及び図 19は、モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティング (Re-routing)される
手順を示す。
【０１８９】
　図 18の着信経路 (P11、 P12、 P13)を参照し、図 19の再ルーティング手順を説明する。
【０１９０】
　任意の加入者端末機 (11)が PSTN(10)を介して任意の有線電話番号を呼び出す場合、モバ
イルゲートウェイ は、 PSTN(10)を介して該当有線電話番号を呼び出され、その呼び
出された電話番号がモバイルゲートウェイ (121)に内線加入者に対する着呼であるのかの
可否を判断する (S131)。判断結果、内線着呼でない場合には、タンデム呼で有線交換機に
伝達する (S132)。
【０１９１】
　一方、内線着呼である場合には、モバイルゲートウェイ (122)は、 PSTN(10)から伝達さ
れた電話番号を分析する。この際、モバイルゲートウェイ (122)は、自己が持っているデ
ータベースを介して該当電話番号が有線電話番号であるかの可否と、多重着信番号なのか
の可否を知ることができる。
【０１９２】
　先ず、有線加入者電話番号なのかの可否を判断する (S133)。判断結果、有線加入者番号
である場合には、有無線多重着信が設定された電話番号なのかを判断する (S134)。判断結
果、多重着信番号でない場合には、有線加入者のみに呼を分配した状態で該当有線端末が
応答する時まで待機する (S135)。一方、判断結果、多重着信番号である場合、先ず有線加
入者に呼を分配する (S136)。また、 pBSC(123)に仮想番号を要求し、 pBSC(123)から仮想番
号を提供されて pBSC(123)と pBTS(210)とを介して該当無線端末 (220)に呼を分配する (S137
)。一方、モバイルゲートウェイ (121)は、無線端末に配分された仮想加入者回線を介して
有線電話番号を受けた場合には、 pBSC(123)と pBTS(210)とを介して該当無線端末 (220)に
呼を分配する。
【０１９３】
　次に、有線端末 (250)や無線端末 (220)のうち、一つでもモバイルゾーン (200)内で応答
する場合、それによって呼処理を行い、そうでない場合には、モバイルゾーン (200)に加
入者が不在なのかの可否を判断する (S138)。モバイルゾーン (200)で有線端末 (250)や無線
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端末 (220)の応答が無いことによってモバイルゾーン (200)に不在と判断される場合、モバ
イルゲートウェイ では、 PSTN(10)と CDMA網 (20)とを介して公衆移動通信網内の BTS(5
0)を介して公衆移動通信網内の無線端末 (50a)を呼び出す (S139)。万一、モバイルゾーン (
200)内にある場合であるが、応答がない場合には、 "加入者が電話を受けることができな
い状況ですので、次に電話をかけて下さい "などの音声案内メッセージを送出できる (S140
)。
【０１９４】
<第 3実施例 >
【０１９５】
　図 20は、図 2に示す有無線連動装置のもう一つの実施例に係る有無線電話連動サービス
システムの概念を説明するためのシステム構成図である。
【０１９６】
　図 20を参照すれば、有無線連動装置 (100)は、有線交換機能とモバイルゲートウェイ (Mo
bile G/W)の機能とを行う集団交換機 (131)と、私設基地局制御機 (pBSC)(132)とで構成さ
れる。
【０１９７】
　図面で pBTS(210)を含むモバイルゾーン (200)に対する説明は、図 2の説明と同様である
ので省略する。
【０１９８】
　集団交換機 (131)は、モバイルゾーン (200)内の有無線加入者 (220-270)に有線電話網サ
ービス及び移動通信サービスのための呼処理を行うと共に、モバイルゾーン (200)外の有
線加入者 (不図示 )にも有線電話サービスを提供するシステムである。
【０１９９】
　例えば、小規模アパート団地内に設置される場合、 pBTS(210)が設けられて pBTS(210)に
より無線サービスを提供されることができるモバイルゾーン (200)内に位置した に居住
している有無線加入者等に有無線電話連動サービスを提供すると共に、 pBTS(210)により
移動通信サービスが提供されることができないモバイルゾーン (200)外に位置した に居
住している有線電話サービス加入者等にも一般 有線電話サービスを提供する。
【０２００】
　 pBSC(132)は、この集団交換機 (131)と pBTS(210)とを連結させ、一般 公衆移動通信サ
ービスのために公衆移動通信網の BSC(40)にも連結する。
【０２０１】
　実施例では、モバイルゲートウェイと有線交換機との機能を一つの集団交換機 (131)に
具現した例として、公衆電話網 (PSTN)(10)は、集団交換機 (131)の局線インターフェース (
Trunk)に シグナルリングを介して連結する。
【０２０２】
　有線交換機 (111)は、内線加入者カード (SLC:Subscriber Line Card)インターフェース
が電話線を介して各有線電話端末 に連結する。
【０２０３】
　すなわち、集団交換機 (131)は、有線電話サービスのために任意の加入者に対して有線
電話番号を割り当てる場合、有線電話番号が割り当てられた SLCインターフェースを加入
者の有線電話端末 (250)に電話線を介して直接連結する。したがって、有線電話端末 (250)
は、通話のために受話器をフックオフする場合、集団交換機 (131)で提供する発信音を聞
くようになる。
【０２０４】
　また、集団交換機 (131)は、自己の内線加入者に有線電話サービスを提供することによ
って、 SLCインターフェースが受け入れることができる範囲内で各加入者に有線電話番号
を割り当てることができる。
【０２０５】
　ここで、有線電話番号は、その終端に有線電話端末 (250)が連結した一般に用いる有線
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電話番号と、有線電話端末 (250)が連結しないで単に電話番号のみ割り当てられた仮想有
線電話番号とが有り得る。
【０２０６】
　一方、集団交換機 (131)は、 E1シグナルリングを介して pBSC(132)に連結し、 pBSC(132)
の移動通信サービスを連動する機能を行う。
【０２０７】
　このために、集団交換機 (131)は、メモリー (131a)に有線電話番号に対するデータベー
ス (131b)を持っている。すなわち、このデータベース (131b)は、図 4に示すように各電話
番号別に仮想電話番号であるかの可否を表す情報と、多重着信サービスに登録されたのか
の可否を表す情報とが保存される。
【０２０８】
　例えば、仮想電話可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、有線端末が連結した
有線電話番号であり、 1に設定されていれば、この電話番号は、無線端末の仮想電話番号
であることを表す。
【０２０９】
　一方、多重着信可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、該当有線電話番号に該
当する有線電話端末を呼び出す既存のサービスに限定されるのを表すものであり、 1に設
定されていれば、多重着信を行うことができるサービスに登録されていることを表すもの
である。
【０２１０】
　これにより、集団交換機 (131)は、多重着信サービスが登録された任意の有線電話番号
が呼び出される場合、その有線電話番号と同時に呼び出される無線端末に該当する仮想有
線電話番号に対する具体的な情報が必要なことによって、 pBSC(132)にその情報を要請す
る。
【０２１１】
　 pBSC(132)から該当有線電話番号に連結した無線端末の仮想電話番号に対する情報を受
信すれば、 pBSC(132)にその仮想電話番号を呼び出す。 pBSC(132)は、データベースでその
仮想電話番号に対応する無線端末電話番号を探して pBST(210)を介して該当無線端末を呼
び出す。
【０２１２】
　一方、集団交換機 (131)は、 pBSC(132)を介して任意の無線端末から発信サービス要請を
受ける場合、発信番号と該当無線端末から受信される無線端末の ＩＤを送り該当
発信番号の加入者を呼び出す。
【０２１３】
　この際、集団交換機 (131)に伝達する無線端末の ＩＤは、その無線端末に付与
された仮想有線電話番号 (例えば 02-CCC-DDDD)となる。
【０２１４】
　この際、発呼の加入者は集団交換機 (131)の内部加入者ともなり得、 PSTN(10)を介して
呼び出すことができる外部加入者ともなり得る。
【０２１５】
　 pBSC(132)は、公衆用移動通信システムにおける BSCに対応する機能、すなわち、無線リ
ンク制御、ハンドオフ機能等を行う。
【０２１６】
　 pBSC(132)は、 pBTS(210)を制御して公衆用移動通信網と私設用移動通信網サービスを支
援するための加入者の呼処理、及びその他の付加サービスの分析、及び集団交換機 (131)
との連動のための諸般インターフェースを処理する。
【０２１７】
　このために、私設用移動通信サービス とする場合には、無線端末の加
入者が発信電話番号にサービス区別のために、予め設定した識別情報を するようにす
る。
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【０２１８】
　したがって、 pBSC(113)は、この識別情報を用いて発呼が公衆用移動通信サービスを要
求する呼であるのか、そうでなければ、私設用移動通信サービスを要求する呼であるのか
を区別する。
【０２１９】
　すなわち、 pBTS(210)から伝達された無線端末の発呼が公衆用移動通信サービスを要請
する発呼であるのか、そうでなければ、私設用移動通信サービスを要請する発呼であるの
かを判別し、公衆用移動通信サービス発呼であれば、公衆移動通信網の BSC(40)にクリア
にバイパスさせ、私設用移動通信サービス発呼であれば、私設用移動通信サービスが提供
されるように集団交換機 (131)に伝達する。
【０２２０】
　一例として、使用者が無線端末を介して電話番号 "#212"を入力すれば、 pBSC(132)は、
私設移動通信サービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信
サービスを用いることを望むものと判断し、集団交換機 (131)に電話番号 "212"を含んだ通
話要請信号を伝送して内線番号 "212"の内線加入者と通話が可能なようにする。
【０２２１】
　また、使用者が電話番号 "#02-212-8866"を入力すれば、 pBSC(132)は、私設移動通信サ
ービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信サービスを用い
ることを望むものと判断し、集団交換機 (131)に電話番号 "02-212-8866"を含んだ通話要請
信号を伝送して PSTN(10)を介して電話番号 "02-212-8866"の公衆電話網加入者と通話が可
能なようにする。
【０２２２】
　また、使用者が電話番号 "#016-212-8866"を入力すれば、 pBSC(132)は、私設移動通信サ
ービスを用いることを望む "#"が含まれているので、私設移動通信サービスを用い
ることを望むものと判断し、集団交換機 (131)に電話番号 "016-212-8866"を含んだ通話要
請信号を伝送して PSTN(10)を経由して "016-212-8866"の公衆移動通信サービス加入者と通
話が可能なようにする。
【０２２３】
　また、 pBSC(132)は、図 5に示すように、任意の無線端末に公衆移動通信網で付与した MI
N番号 (例えば、 016-AAA-BBBB)と、その無線端末に付与された仮想有線電話番号 (例えば、
02-CCC-DDDD)とに対するデータベース (132b)を備えている。
【０２２４】
　すなわち、データベースは、任意の無線端末の各 MIN番号別に仮想有線番号が存在する
のかの可否を表す情報と、該当仮想有線番号がある場合には、その有線番号情報が保存さ
れる。
【０２２５】
　例えば、仮想有線番号存在の可否を表すフィールドに 0 設定されていれば、仮想有線
番号がないものであり、 1に設定されていれば、 MIN番号に該当する仮想有線電話番号があ
ることを表し、それに該当する仮想有線電話番号が保存されている。
【０２２６】
　したがって、集団交換機 (131)で仮想有線電話番号が呼び出される場合にも該当無線端
末を呼び出すことができる。
【０２２７】
　一方、任意の無線端末が pBTS(210)を介して発信サービスを要請する時は、大きく２つ
の場合に区分されることができる。
【０２２８】
　先ず、私設移動通信サービスを用いて発信を要請する場合が有り得る。このような場合
、 pBTS(210)から伝達される ＩＤに公衆移動通信網に付与された MIN番号が送られ
てくることにより図 5に示すデータベースを参照し、 ＩＤを仮想有線電話番号に
変換して集団交換機 (131)に送る。
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【０２２９】
　一方、私設移動通信サービスを利用しない場合には、 pBTS(210)から伝達される

ＩＤに公衆移動通信網に付与された MIN番号が送られてくることにより、その
ＩＤをそのままに公衆移動通信網の BSC(40)に伝達する。
【０２３０】
　また、 pBSC(132)は、メモリー (132a)に多重着信サービスのためのデータベース (132c)
を管理している。すなわち、宅内に設けられた有線電話端末のうち、多重着信が設定され
た有線電話番号 (例えば、 02-XXX-YYYY)と該当有線電話番号の呼び出し時に、同時に呼び
出される無線端末に付与された仮想有線電話番号に対するデータベース (132c)を管理して
いる。
【０２３１】
　これにより、集団交換機 (131)で多重着信が設定された有線電話番号 (例えば、 02-XXX-Y
YYY)に対し、多重設定された仮想有線電話番号を問い合わせる場合、データベースで該当
有線電話番号 (例えば、 02-XXX-YYYY)を検索し、その有線電話番号にリンクされた仮想電
話番号 (02-CCC-DDDD)を探して集団交換機 (131)に応答できる。
【０２３２】
　すなわち、多重着信サービスのために集団交換機 (131)と pBSC(132)の各々にデータベー
ス (131b、 132c)が構築されている。集団交換機 (131)に構築されているデータベースには
任意の有線電話番号が多重着信されたのかの可否と、各無線端末に付与された仮想有線電
話番号に対する情報が保存されている。
【０２３３】
　一方、 pBSC(132)に構築されているデータベースには多重着信が設定された任意の有線
電話番号と、その有線電話番号に多重着信で呼び出される無線端末の仮想有線電話番号に
対する情報が保存されている。
【０２３４】
　このように構成された有無線連動装置 (100)では、有線電話端末に対する有線電話サー
ビスだけでなく、仮想有線電話の呼び出し時、指定された無線端末への着信が可能である
。また、有線電話の呼び出し時、集団交換機 (131)で有無線同時呼び出しを起こして望む
端末に着信できる。
【０２３５】
　 PSTN(10)から仮想有線電話に対する呼び出しがある場合、集団交換機 (131)は、仮想有
線電話番号に対応して pBSC(132)と pBTS(210)とを介してモバイルゾーン (200)内の無線端
末を呼び出す。
【０２３６】
　また、その無線端末で着信応答が来れば、呼び出し呼を連結させる。着信応答が来なけ
れば、有線電話サービス手順によってサービスを終了する。
【０２３７】
　図 21及び図 22は、有線電話の呼び出し時、有線電話と無線端末に同時に着信される手順
を示す。
【０２３８】
　図 21に示す着信経路 (P14、 P15)を参照し、着信手順を説明する。
【０２３９】
　任意の加入者端末機 (11)が PSTN(10)を介して任意の有線電話番号を呼び出す場合、集団
交換機 (131)は、 PSTN(10)を介して該当有線電話番号を呼び出されて電話番号を分析する
。この際、集団交換機 (131)は、該当電話番号が有線加入者番号なのかを判断する (S201)
。判断結果、有線加入者番号でない場合には無線端末加入者であるので、 pBSC(132)と pBT
S(210)とを介して該当無線端末に呼を分配する (S202)。これにより該当無線端末 (220)が
応答する (S203)。
【０２４０】
　一方、有線加入者番号なのかを判断して有線加入者である場合には、自己が持っている
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図 4に示すデータベース (131b)で該当電話番号が多重着信番号なのかの可否を判断する (S2
04)。判断結果、多重着信番号でない場合には有線加入者に呼を分配し (S205)、これによ
り有線端末が応答する (S206)。
【０２４１】
　しかし、集団交換機 (131)は、多重着信番号なのかの可否を判断した結果、多重着信番
号である場合、先ず有線加入者に呼を分配する (S207)(P14)。また、 pBSC(132)に仮想番号
を要求して pBSC(132)から検索された仮想番号を受信して pBSC(132)と pBTS(210)とを介し
て該当無線端末 (220)に呼を分配する (S208)(P15)。すると、これにより有線端末 (250)や
無線端末 (220)のうち、一つが応答する (S209)。また有線端末が無応答時には、無線端末
にモバイルゾーン (200)のどこでも着信サービスを受けることができる。
【０２４２】
　一方、多重着信番号なのかを判断した時 、その判断結果、多重着信番号でない場
合、 pBSC(132)と pBTS(210)とを介して該当無線端末に呼を分配す これにより該当無線
端末 (220)が応答す
【０２４３】
　図 23は、無線端末加入者が外部加入者に発信する手順を示し、図 24は、無線端末加入者
が内部加入者に発信する手順を示し、図 25は、無線端末加入者が外部加入者または内部加
入者に発信する流れ図である。
【０２４４】
 　 23の着信経路 (P16)と図 24の着信経路 (P17)とを参照し、図 25の着信手順を説明する。
【０２４５】
　無線端末 (220)(例えば、 016-AAA-BBBB)で相手の番号 (例えば、 031-ZZZ-ZZZZZ、または 0
2-XXX-XXXX)を呼び出す (S211)。無線端末 (220)で発生された発呼は、 pBTS(210)と pBSC(13
2)とを経て集団交換機 (131)に伝達する (S212)。
【０２４６】
　この際、 pBSC(132)は無線端末に付与された ＩＤ (Caller ID)(016-AAA-BBBB)を
無線端末に付与された仮想有線番号 (例えば、 02-CCC-DDDD）に変更する (S213)。この際、

ＩＤの変更は図 5に示すデータベース (132b)を参照する。
【０２４７】
　集団交換機 (131)では無線端末から送られた発信番号が外部発信番号なのかの可否を判
断する (S214)。外部発信番号である場合には PSTN(10)を介して該当電話番号の外部加入者
を呼び出す (P16)(S215)。
【０２４８】
　一方、集団交換機 (131)で外部発信番号なのかの可否を判断した時 (S214)、その判断結
果、外部発信番号でない場合、モバイルゾーン (200)内の内部加入者 (220、 240、 260)を呼
び出す (P17)(S216)。
【０２４９】
　この際、課金処理は、集団交換機 (131)に連結した課金装備 (不図示 )を介して課金可能
となる。この際、モバイルゾーン (200)内で有無線連動装置 (100)でなされる内部加入者間
の通話には別途の課金をせずに、無料で運営することもできる。このような場合、加入者
は、別途の課金無しに内部加入者等間に通話をできる。
【０２５０】
　図 26及び図 27は、モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティング (Re-routing)される
手順を示す。
【０２５１】
　図 26の着信経路 (P18、 P19、 P20)を参照し、図 27の再ルーティング手順を説明する。
【０２５２】
　任意の加入者端末機 (11)が PSTN(10)を介して任意の有線電話番号を呼び出す場合、集団
交換機 (131)は、 PSTN(10)を介して該当有線電話番号を受信して呼び出された電話番号を
分析する。この際、集団交換機 (131)は、該当電話番号が有線加入者番号なのかを判断す
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る (S221)。判断結果、有線加入者番号である場合、集団交換機 (112)は自己が持っている
図 4に示すデータベースで該当電話番号が多重着信番号なのかの可否を判断する (S222)。
判断結果、多重着信番号でない場合、有線加入者に呼を分配する (S223)。しかし、判断結
果、多重着信番号である場合、先ず有線加入者に呼を分配する (P18)(S224)。次に、集団
交換機 (131)では pBSC(132)に仮想番号を要求し、 pBSC(132)から該当有線電話番号に対す
る仮想番号を提供されて pBSC(132)と pBTS(210)とを介して該当無線端末 (220)に呼を分配
する (P19)(S225)。一方、有線加入者番号なのかを判断した時 (S221)、判断結果、有線加
入者番号でない場合、 pBSC(132)と pBTS(210)とを介して該当無線端末に呼を分配する。
【０２５３】
　次に、有線端末 (250)や無線端末 (220)のうち、一つでもモバイルゾーン (200)内で応答
する場合、それによって呼処理を行い、そうでない場合にはモバイルゾーン (200)に加入
者が不在なのかの可否を判断する (S226)。モバイルゾーン (200)で有線端末 (250)や無線端
末 (220)の応答がないことによって、モバイルゾーン (200)に不在と判断される場合、集団
交換機 (131)では PSTN(10)と CDMA網 (20)とを介して公衆移動通信網内の BTS(50)を介して公
衆移動通信網内の無線端末 (50a)を呼び出す (S227)。万一、モバイルゾーン (200)内にある
場合であるが、応答がない場合には、 "加入者が電話を受けることができない状況ですの
で、次に電話をかけて下さい "などの音声案内メッセージを送出できる (S228)。
【図面の簡単な説明】
【０２５４】
【図１】従来の有線電話サービスと移動通信電話サービスとを説明するための概念図であ
る。
【図２】本発明の一実施例に係る有無線電話連動サービスシステムの概念を説明するため
の網構成図である。
【図３】図 2の有無線連動装置の一実施例に係る有無線電話連動サービスシステムの概念
を説明するためのシステム構成図である。
【図４】本発明に係る仮想電話番号であるかの可否を表す情報と、多重着信サービスに登
録されたのかの可否を表す情報とが保存されたデータベースの一構成例である。
【図５】本発明に係る無線端末の電話番号とその無線端末に付与された仮想有線電話番号
の情報が保存されたデータベースの一構成例である。
【図６】図 3の有無線電話連動システムにおいて有線電話の呼び出し時、有線電話と無線
端末に同時に着信される手順の流れ図である。
【図７】無線端末加入者が外部加入者に発信する手順を示す網の流れ図である。
【図８】無線端末加入者が内部加入者に発信する手順を示す網の流れ図である。
【図９】図 7及び図 8の無線端末加入者が外部加入者または内部加入者に発信する流れ図で
ある。
【図１０】モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティングされる手順を示す網の流れ図
である。
【図１１】モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティングされる手順の流れ図である。
【図１２】図 2の有無線連動装置の他の実施例に係る有無線電話連動サービスシステムの
概念を説明するためのシステム構成図である。
【図１３】有線電話の呼び出し時、有線電話と無線端末に同時に着信される手順を示す網
の流れ図である。
【図１４】図 13の有線電話の呼び出し時、有線電話と無線端末に同時に着信される手順の
流れ図である。
【図１５】無線端末加入者が外部加入者に発信する手順を示す網の流れ図である。
【図１６】無線端末加入者が内部加入者に発信する手順を示す網の流れ図である。
【図１７】図 15及び図 16の無線端末加入者が外部加入者、または内部加入者に発信する流
れ図である。
【図１８】モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティングされる手順を示す網の流れ図
である。
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【図１９】図 18のモバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティングされる手順の流れ図で
ある。
【図２０】図 2の有無線連動装置のもう一つの実施例に係る有無線電話連動サービスシス
テムの概念を説明するためのシステム構成図である。
【図２１】有線電話の呼び出し時、有線電話と無線端末に同時に着信される手順を示す網
の流れ図である。
【図２２】図 21の有線電話の呼び出し時、有線電話と無線端末に同時に着信される手順の
流れ図である。
【図２３】無線端末加入者が外部加入者に発信する手順を示す網の流れ図である。
【図２４】無線端末加入者が内部加入者に発信する手順を示す網の流れ図である。
【図２５】図 23及び図 24の無線端末加入者が外部加入者、または内部加入者に発信する流
れ図である。
【図２６】モバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティングされる手順を示す網の流れ図
である。
【図２７】図 26のモバイルゾーンに不在時に着呼が再ルーティングされる手順の流れ図で
ある。
【符号の説明】
【０２５５】
１０　　　　　　　　　　公衆電話網
１１　　　　　　　　　　公衆網加入者
４０　　　　　　　　　　基地局制御機
１００　　　　　　　　　有無線連動装置
２１０　　　　　　　　　私設基地局装置
２２０、２４０、２６０　無線端末
２３０、２５０、２７０　有線電話サービス端末
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

(33) JP 3881661 B2 2007.2.14



【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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